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１
．
は
じ
め
に

　

日
本
で
は
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン

ス
に
関
す
る
議
論
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
。
本
稿
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合

（E
urope U

nion: E
U

）に
お
け
る
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
の
紹
介
を
行

う
。ヨ

ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
お
い
て
も
、ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
は
重
要
な
政
策
課
題
と

な
っ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
の
専
門
機
関
の
一
つ
で

あ
る
「
欧
州
生
活
労
働
条
件
改
善
財
団

（E
uropean F

oundation for the 
Im
provem

ent of L
iving and W

orking 
C
onditions:

）
は
一
九
七
五
年
に
設
立
さ
れ
、

現
在
に
至
る
ま
で
、（
１
）
労
働
時
間
、
雇
用

の
柔
軟
性
な
ど
を
含
む
労
働
条
件
の
向
上
、

（
２
）
仕
事
と
生
活
の
バ
ラ
ン
ス
を
含
む
生
活

条
件
の
向
上
、
及
び
、（
３
）
労
使
関
係
に
関

す
る
情
報
の
収
集
、
調
査
研
究
を
行
っ
て
い

る
。

E
uroF

ound

は
、
調
査
、
研
究
を
主
に

行
っ
て
い
る
専
門
機
関
だ
が
、
こ
こ
で
の
調

査
、
研
究
の
成
果
を
も
と
に
、
欧
州
委
員
会

は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
お
け
る
労
働
条
件
、
労

働
時
間
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に

関
連
す
る
施
策
に
つ
い
て
様
々
な
指
令
を
出

し
て
い
る
。

労
働
時
間
に
つ
い
て
の
指
令
は
、
一
九
九

三
年
に
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇

三
年
に
改
正
さ
れ
た
。
現
行
で
は
、
以
下
の

よ
う
に
き
め
ら
れ
て
い
る
。

①  

一
日
（
二
四
時
間
）
の
う
ち
一
一
時
間

の
休
息
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　

労
働
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
労
働
日

に
は
休
息
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③  

一
週
間
ご
と
に
、
①
で
定
め
ら
れ
て
い

る
一
一
時
間
の
休
息
に
加
え
て
、
二
四
時

間
の
休
息
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④  

一
週
間
の
労
働
時
間
は
、
残
業
を
含
め

て
四
八
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

⑤ 　

年
次
有
給
休
暇
は
最
低
四
週
間
を
保
証

す
る
。

ま
た
、
出
産
休
暇
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
加

盟
国
は
、
出
産
、
ま
た
は
養
子
を
と
っ
た
場

合
に
女
性
雇
用
者
に
対
し
て
最
低
一
四
週
間

の
出
産
休
暇
を
と
る
権
利
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
出
産
休
暇
を

取
っ
て
い
る
女
性
は
雇
用
を
保
証
さ
れ
て
お

り
、
雇
用
主
側
が
勝
手
に
解
雇
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
復
職
後
は
出
産
休
暇
を
と
る
前
に

行
っ
て
い
た
の
と
同
じ
、
ま
た
は
類
似
の
仕

事
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
出
産
休
暇
を
有
給
と
す
る
か
否
か

は
、
各
加
盟
国
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
言
う
、
出
産
休
暇
（M

aternity 

L
eave

）
は
女
性
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、

そ
の
他
に
、
男
女
の
双
方
を
対
象
と
し
た
育

児
休
暇
（P

arental L
eave

）
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
子
供
の
出
産
後
、
一
定
の
期
間
、
育

児
に
専
念
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
る
休
暇
を

意
味
す
る
。
Ｅ
Ｕ
で
は
、
一
九
九
八
年
以
降
、

加
盟
国
で
は
男
女
と
も
に
認
め
ら
れ
る
権
利

と
し
て
育
児
休
暇
を
保
証
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
い
う
命
令
を
出
し
て
い
る
。
育
児
休

暇
期
間
は
、
最
低
で
三
カ
月
と
定
め
ら
れ
て

い
る
。

育
児
休
暇
中
は
解
雇
さ
れ
ず
、
育
児
休
暇

終
了
後
は
、
開
始
時
と
同
じ
あ
る
い
は
類
似

し
た
仕
事
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
。
育
児
休

暇
の
期
間
に
受
け
取
る
給
与
の
額
に
つ
い
て

は
、
出
産
休
暇
と
同
様
に
国
ご
と
に
異
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
男
性
に
対
し
て
与
え
ら
れ

る｢

父
親
の
出
産
休
暇
（P

arental 
L
eave

）｣

が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

権
利
の
付
与
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
の
他
に
、
介
護
、
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
も

の
が
家
族
に
い
る
場
合
の
介
護
休
暇
が
あ
る

が
、
こ
れ
も
義
務
付
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。

Ｅ　

Ｕ　

諸　

国　

の　

動　

向
Business Labor Trend 2008.8

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
ワ
ー
ク
・
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ヨ
ー
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合
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ラ
イ
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バ
ラ
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２ 

．
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
ワ
ー
ク

バ
ラ
ン
ス
政
策
の
実
態

そ
れ
で
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
お
け
る
労
働

時
間
、
出
産
休
暇
な
ど
の
実
態
は
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
図
１
に
は
、

二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
〇
五
年
の
Ｅ
Ｕ
主
要
加

盟
国
一
五
カ
国
に
お
け
る
一
週
間
あ
た
り
の

平
均
労
働
時
間
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
五
カ

国
平
均
の
労
働
時
間
は
、
二
〇
〇
〇
年
で
は

三
八
・
二
時
間
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
五
年

に
は
三
七
・
四
時
間
と
な
り
、
一
時
間
近
く

少
な
く
な
っ
て
い
る
。

国
別
に
見
る
と
、
最
も
労
働
時
間
が
少
な

い
国
は
オ
ラ
ン
ダ
で
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
三

二
・
九
時
間
、
二
〇
〇
五
年
に
は
三
三
・
〇

時
間
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
オ
ラ
ン
ダ

の
場
合
は
ジ
ョ
ブ･

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
政
策

を
大
幅
に
導
入
し
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
の
比
率
が
非
常
に

高
い
の
で
一
概
に
比

較
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
オ
ラ
ン
ダ
を

除
い
て
、
二
〇
〇
五

年
時
点
で
労
働
時
間

が
最
も
少
な
い
国
は

イ
ギ
リ
ス
で
三
四
・

八
時
間
、
次
い
で
フ

ラ
ン
ス
の
三
五
・
五

時
間
、
デ
ン
マ
ー
ク

の
三
六
・
〇
時
間
が

続
く
。

逆
に
、
労
働
時
間

の
長
い
国
は
ギ
リ
シ

ャ
で
、
二
〇
〇
五
年

時
点
で
週
平
均
労
働

時
間
は
四
五
・
四
時

間
で
一
五
カ
国
平
均

よ
り
約
八
時
間
も
多

い
。
次
に
労
働
時
間

の
長
い
国
は
ポ
ル
ト

ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
と

い
っ
た
南
欧
諸
国
で
、

そ
れ
ぞ
れ
、
二
〇
〇

五
年
時
点
で
四
一
・
九
時
間
、
四
〇
・
三
時

間
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
〇
五
年

を
比
べ
る
と
、
大
部
分
の
国
で
労
働
時
間
が

減
少
、
な
い
し
は
横
ば
い
で
あ
る
の
に
対
し

て
（
二
〇
〇
三
年
の
Ｅ
Ｕ
労
働
時
間
指
令
で

は
労
働
時
間
短
縮
の
方
向
で
規
制
を
強
化
し

て
い
る
）、
ギ
リ
シ
ャ
で
は
む
し
ろ
労
働
時

間
が
上
昇
し
て
い
る
。

後
で
述
べ
る
が
、
女
性
の
労
働
力
率
と
労

働
時
間
の
間
に
は
、
女
性
の
労
働
力
率
が
高

い
国
ほ
ど
労
働
時
間
が
短
い
と
い
う
相
関
関

係
が
み
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、

男
性
よ
り
女
性
の
ほ
う
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で

働
い
て
い
る
比
率
が
高
く
、
女
性
の
就
業
率

が
高
け
れ
ば
、
当
然
、
全
体
の
平
均
労
働
時

間
は
少
な
く
な
る
。
た
だ
、
日
本
と
異
な
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
は

非
正
規
雇
用
を
意
味
し
て
お
ら
ず
、
オ
ラ
ン

ダ
以
外
の
国
々
で
も
、
正
規
雇
用
者
の
中
に

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
フ
ル
タ
イ
ム
労
働

者
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

出
産
休
暇
、
お
よ
び
関
連
す
る
制
度
（
父

親
の
出
産
休
暇
、
育
児
休
暇
な
ど
）
の
普
及

に
つ
い
て
も
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
間
で
散
ら
ば

り
が
み
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
長
い
出
産
休
暇
が
与
え
ら
れ
て

い
る
の
は
チ
ェ
コ
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
で
、
Ｅ

Ｕ
で
定
め
ら
れ
て
い
る
最
低
期
間
の
倍
に
当

た
る
二
八
週
間
の
出
産
休
暇
を
と
る
こ
と
が

で
き
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
出
産
休
暇

こ
そ
最
低
の
一
四
週
が
保
障
さ
れ
て
い
る
だ

け
だ
が
、
育
児
休
暇
は
、
ど
ち
ら
か
の
親
に

対
し
て
三
六
〇
日
の
育
児
休
暇
を
と
る
こ
と

が
で
き
る
権
利
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ

と
は
別
に
、
父
親
に
対
し
て
有
給
の
育
児
休

暇
を
取
れ
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
ら
を
あ
わ
せ
る
と
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
子

供
を
持
つ
労
働
者
は
も
っ
と
も
優
遇
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
出
産
休
暇
と
育
児

休
暇
を
あ
わ
せ
た
三
六
〇
日
の
間
は
、
休
暇

取
得
前
の
給
与
の
八
〇
％
が
保
障
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
を
超
え
て
も
九
〇
日
の
間
は
定
額

だ
が
給
与
が
与
え
ら
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
二
年
前
の
二
〇
〇
六
年

に
出
産
休
暇
に
関
す
る
法
律
が
大
幅
に
改
正

さ
れ
、
二
〇
〇
七
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

二
〇
〇
三
年
に
設
定
さ
れ
た
、
そ
れ
以
前
の

法
律
で
は
二
六
週
間
の
出
産
休
暇
が
認
め
ら

れ
て
い
た
が
、
新
し
い
法
律
で
は
、
さ
ら
に

二
六
週
間
の
追
加
出
産
休
暇
（A

dditional 
M
aternity L

eave

）
を
取
れ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
が
雇
用
主
に
対
し
て
義
務
付
け
ら
れ

た
。
従
来
の
出
産
休
暇
（O

rdinary 
M
aternity L

eave

）
と
あ
わ
せ
て
五
二
週
の

出
産
休
暇
の
間
、
休
暇
を
取
っ
て
い
る
女
性

雇
用
者
は
解
雇
さ
れ
ず
、
年
功
昇
給
、
年
金

は
勤
務
し
て
い
る
時
と
同
様
に
加
算
さ
れ
る
。

給
与
の
保
障
期
間
も
、
法
律
が
改
正
さ
れ
る

前
は
二
六
週
で
あ
っ
た
の
が
、
新
し
い
法
律

で
は
三
九
週
に
延
長
さ
れ
た
。
最
初
の
六
週

間
は
雇
用
者
の
週
給
の
平
均
の
九
〇
％
が
支

払
わ
れ
、残
り
の
三
三
週
は
定
額
の
一
一
二
・

七
五
ポ
ン
ド
あ
る
い
は
、
女
性
の
週
給
の
平

均
の
九
〇
％
の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
が
支
払

わ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
新
し
い
法
律
で
は
、

父
親
に
対
し
て
も
、
子
供
が
生
ま
れ
て
か
ら

八
週
間
以
内
に
一
〜
二
週
の
父
親
出
産
休
暇

を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
も
、
一

週
間
当
た
り
一
一
二
・
七
五
ポ
ン
ド
あ
る
い

は
本
人
の
週
休
の
九
〇
％
の
い
ず
れ
か
学
の

少
な
い
給
与
が
支
払
わ
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
出
産
休
暇
を
普
及
さ
せ

る
た
め
に
、
雇
用
主
側
に
対
す
る
特
待
制
度

が
あ
る
。
前
の
財
政
年
度
の
間
に
支
払
っ
た

法
定
の
出
産
休
暇
中
に
払
っ
た
給
与
の
う
ち

図１　EU15カ国の1週間当たりの平均労働時間
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最
大
九
二
％
が
、
企
業
が
支
払
う
源
泉
徴
収

税
、
社
会
保
険
料
、
学
生
ロ
ー
ン
な
ど
か
ら

差
し
引
か
れ
る
。
ま
た
、
前
年
に
支
払
っ
た

税
金
の
総
額
が
四
万
五
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
以
下

の
小
企
業
に
対
し
て
は
、
一
〇
〇
％
が
差
し

引
か
れ
、
さ
ら
に
税
金
の
四
・
五
％
が
免
除

さ
れ
る
。

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
は
、
出
産
休
暇
後
に
復
職

し
た
際
に
、
雇
用
者
の
希
望
に
よ
っ
て
フ
レ

ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
に
移
行
し
た
り
、
フ
ル

タ
イ
ム
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
に
移
行
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
日

本
と
異
な
り
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
へ
の

移
行
は
正
規
雇
用
者
か
ら
非
正
規
雇
用
者
へ

の
移
行
を
意
味
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に

注
意
が
必
要
だ
。

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
全
体
で
は
、
出
産
休
暇
は
ど

の
程
度
普
及
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
に

触
れ
た
欧
州
生
活
労
働
条
件
改
善
財
団
で
は

二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て
、

Ｅ
Ｕ
主
要
一
五
カ
国
と
二
〇
〇
四
年
に
新
た

に
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
た
六
カ
国
、
併
せ
て
二
一

の
国
に
お
け
る
一
〇
人
以
上
の
従
業
員
が
い

る
約
二
六
七
万
五
〇
〇
〇
の
事
業
所
を
対
象

に
、「
労
働
時
間
と
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
に
関
す
る
調
査
（E

uropean 
E
stablishm

ent Survey on W
orking T

im
e 

and W
ork-L

ife B
alance: 

以
下
、E
SW
T

と
略
称
）」
を
行
っ
た
（R
iedm

an et.al. 
2006

）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
全
体
で
は
回
答

の
あ
っ
た
企
業
の
五
一
％
で
、
調
査
年
か
ら

さ
か
の
ぼ
っ
て
三
年
の
間
に
、
実
際
に
出
産

休
暇
を
と
る
従
業
員
が
い
た
と
回
答
し
た
。

し
か
し
、
国
ご
と
に
発
生
率
は
異
な
っ
て
い

て
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
八
〇
％
、
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
で
は
八
九
％
と
北
欧
諸
国
で
は
出
産

休
暇
の
発
生
率
が
高
い
の
に
対
し
、
南
欧
諸

国
で
は
発
生
率
が
低
い
。

男
性
が
育
児
休
暇
を
取
っ
た
例
が
あ
っ
た

と
回
答
し
た
企
業
の
比
率
は
、
全
体
で
は
三

〇
％
だ
っ
た
が
、
女
性
の
育
児
休
暇
と
同
様
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン(

六
九
％)

、
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド(

五
九
％)

と
北
欧
諸
国
で
高
く
、
ギ
リ

シ
ャ(

二
四
％)

、
イ
タ
リ
ア(

二
二
％)

、

ス
ペ
イ
ン(

一
七
％)

と
南
欧
諸
国
で
低
い
。

３ 

．
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
背
景

Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
が
重
要
な
政
策
課
題
と
な
っ
て
い
る

の
に
は
い
く
つ
か
の
背
景
が
あ
る
。
な
か
で

も
、
重
要
な
も
の
は
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
お
け
る

（
１
）
高
齢
化
の
進
行
、（
２
）
女
性
、
高
齢
者

の
就
業
率
の
上
昇
、（
３
）
非
典
型
就
業
者
の

増
加
で
あ
ろ
う
。

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
お
い
て
も
、
少
子
化
、
高

齢
者
の
増
加
が
進
行
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
加
盟

一
二
カ
国
に
つ
い
て
人
口
構
成
を
み
る
と
、

一
九
九
五
年
で
は
、
二
〇
歳
未
満
の
者
が
占

め
る
比
率
は
二
三
・
五
％
で
あ
る
一
方
、
六

〇
歳
以
上
の
者
の
占
め
る
比
率
は
二
四
・
六

％
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
若
年
者
の
占
め
る

比
率
は
徐
々
に
減
少
し
、
高
齢
者
の
比
率
は

上
昇
を
続
け
る
。
一
九
九
八
年
に
は
六
〇
歳

以
上
の
高
齢
者
は
人
口
の
四
分
の
一
を
上
回

り
、
二
〇
〇
六
年
に
は
二
七
・
六
％
に
ま
で

上
昇
し
た
。
逆
に
、
二
〇
歳
未
満
の
者
が
占

め
る
比
率
は
二
一
・
三
％
と
な
り
、
約
一
〇

年
の
間
に
二
・
一
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
た
。

人
口
の
高
齢
化
に
伴
い
、
高
齢
者
の
就
業

率
も
増
加
し
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
雇
用
（E

m
ploym

ent in E
urope 

2007

）
に
よ
る
と
、
一
九
九
六
年
に
お
け

る
高
齢
者
の
就
業
率
は
Ｅ
Ｕ
加
盟
一
五
カ
国

の
平
均
で
三
六
・
三
％
で
あ
っ
た
の
が
、
二

〇
〇
六
年
に
は
四
五
・
三
％
に
ま
で
上
昇
し

て
い
る（
注
）。
国
別
に
み
る
と
、
二
〇
〇
五

年
時
点
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
（
六
九
・
六
％
）、

イ
ギ
リ
ス
（
五
七
・
四
％
）、
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
（
五
四
・
五
％
）
に
お
い
て
高
齢
者
の
就

業
率
が
高
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の

国
で
は
、
出
産
休
暇
な
ど
の
普
及
に
力
が
置

か
れ
て
お
り
、
高
齢
化
の
進
行
に
対
応
し
て

出
産
や
育
児
と
就
業
の
両
立
の
支
援
に
力
を

注
い
で
い
る
。

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
な
か
で
は
、
女
性
の
就
業

率
も
増
加
し
て
い
る
。
再
び
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
雇
用
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
六
年
に
お
け
る

Ｅ
Ｕ
加
盟
一
五
カ
国
の
女
性
の
就
業
率
は
五

八
・
四
％
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
六
年
に
は

五
〇
・
二
％
で
あ
り
、
一
〇
年
間
の
間
に
八
・

二
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
。
国
別
に
み
る

と
、
デ
ン
マ
ー
ク
（
七
三
・
四
％
）、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
（
七
〇
・
七
％
）、
オ
ラ
ン
ダ
（
六

七
・
七
％
）、フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
（
六
七
・
三
％
）

な
ど
で
女
性
の
就
業
率
が
高
く
、
こ
こ
で
も
、

北
欧
諸
国
で
女
性
の
就
業
率
が
高
い
。

も
と
よ
り
、
Ｅ
Ｕ
の
労
働
政
策
の
根
幹
で

あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
雇
用
戦
略
（E

uropean 
E
m
ploym

ent S
trategy

）
で
は
、
女
性
と

高
齢
者
の
就
業
率
を
上
げ
る
こ
と
を
政
策
の

重
要
な
目
的
と
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、

女
性
や
高
齢
者
の
就
業
率
が
上
昇
し
て
い
る

こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
雇
用
戦
略
が
、
当
初

の
目
的
の
通
り
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
も
意

味
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
同
時
に
、
女
性
や

高
齢
者
が
働
き
や
す
い
職
場
を
提
供
す
る
と

い
う
意
味
で
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

政
策
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

近
年
、
日
本
で
も
非
正
規
雇
用
者
の
増
加

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
に
お

い
て
も
、
従
来
の
雇
用
者
と
は
異
な
る
非
典

型
雇
用
者
（A

typical E
m
ploym

ent

）
の

増
加
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
非
正
規

雇
用
者
と
い
う
と
、
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
が

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
諸
国

に
お
い
て
も
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
比
率

は
上
昇
し
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
に
お
け
る

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
占
め
る
比
率
は
Ｅ

Ｕ
一
五
カ
国
平
均
で
二
〇
・
八
％
で
あ
っ
た

が
、
一
〇
年
前
の
一
九
九
六
年
に
は
一
六
・

三
％
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
六
年
時
点
の
数
字

を
国
別
に
み
る
と
、
ジ
ョ
ブ･

シ
ェ
ア
リ
ン

グ
政
策
に
よ
っ
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が

多
い
オ
ラ
ン
ダ
（
四
六
・
二
％
）
を
除
く
と
、

ド
イ
ツ
（
二
五
・
八
％
）、イ
ギ
リ
ス
（
二
五
・

四
％
）、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
（
二
五
・
一
％
）

な
ど
で
特
に
多
い
。
特
に
ド
イ
ツ
で
は
、
過

去
一
〇
年
の
間
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の

比
率
は
約
九
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
。

し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
の
増
加
を
日
本
に
お
け
る
非
正

規
雇
用
者
の
増
加
と
同
様
に
論
ず
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
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ッ
パ
で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
非
正

規
雇
用
者
は
同
義
で
は
な
い
か
ら
だ
。
Ｅ
Ｕ

諸
国
で
は
、
出
産
休
暇
や
育
児
休
暇
を
取
得

し
た
後
に
復
職
す
る
際
、
雇
用
者
は
フ
ル
タ

イ
ム
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
に
移
行
す
る
こ
と

を
要
求
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

出
産
休
暇
な
ど
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

政
策
が
普
及
し
て
い
る
こ
と
の
証
し
だ
と
も

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
図
２
に
示
す
よ
う
に
、

女
性
の
就
業
率
と
労
働
時
間
の
間
に
は
負
の

相
関
が
み
ら
れ
る
（γ = -0.529

）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、
男
性
よ
り
女

性
の
方
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る
比

率
が
高
い
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事

実
は
、
国
別
の
労
働
時
間
を
比
較
す
る
際
に

も
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
問
題
に
な
っ

て
い
る
非
典
型
雇
用
と
は
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
以
外
の
も
の
、

特
に
契
約
社
員
や
派
遣
社
員
で

あ
る
。
こ
こ
で
、
契
約
社
員
と

は
雇
用
期
間
に
定
め
の
あ
る
雇

用
者
を
意
味
す
る
。
契
約
社
員

が
雇
用
者
全
体
に
占
め
る
比
率

は
、
Ｅ
Ｕ
一
五
カ
国
平
均
で
、

一
九
九
六
年
の
一
二
％
か
ら
二

〇
〇
六
年
の
一
四
・
七
％
と
次

第
に
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、

人
材
派
遣
業
の
数
も
増
加
し
て

い
る
。
現
在
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
雇

用
戦
略
で
はF
lexicurity

と

い
う
言
葉
を
用
い
て
、
そ
の
政

策
目
標
を
表
現
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
柔
軟
性
、
流
動
性
を
意

味
す
るfl exibility

と
安
全
、

安
定
を
意
味
す
るsecurity

を

あ
わ
せ
た
造
語
で
、
安
定
し
た

雇
用
を
提
供
す
る
と
同
時
に
、
家
庭
の
事
情

や
キ
ャ
リ
ア･

ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
よ
う
な

転
職
、
職
業
移
動
な
ど
は
容
易
に
速
や
か
に

行
わ
れ
る
よ
う
な
柔
軟
性
も
確
保
し
た
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
非
典
型
雇
用
者
に
お
い
て
は
労
働

条
件
、
労
働
環
境
に
お
い
て
不
利
な
立
場
に

立
た
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
、security

と

い
う
政
策
目
標
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
危
惧
が
あ
る
。
ま
た
、
出
産
休
暇
、

育
児
休
暇
を
と
る
も
の
が
出
た
場
合
、
多
く

の
企
業
で
は
派
遣
社
員
や
契
約
社
員
を
使
っ

て
業
務
の
穴
埋
め
を
行
っ
て
い
る

（R
eidm

an et.al. 2006

）。
つ
ま
り
、
出

産
休
暇
や
育
児
休
暇
の
普
及
が
、
非
正
規
雇

用
者
に
対
す
る
需
要
を
高
め
る
と
い
う
可
能

性
も
あ
る
。

４
．
お
わ
り
に

Ｅ
Ｕ
で
は
、
加
盟
国
に
対
し
て
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
政
策
を
推
進
す
る
よ
う

に
強
力
に
要
請
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
労

働
時
間
は
減
少
し
、
出
産
休
暇
や
育
児
休
暇

を
取
得
す
る
雇
用
者
の
数
も
増
加
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
加
盟
国
の
中
で
労
働
時
間
、
出
産

休
暇
制
度
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
分
散
が
み

ら
れ
る
。

Ｅ
Ｕ
が
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
政

策
に
重
点
を
置
い
て
い
る
背
景
に
は
、
高
齢

化
の
進
行
、
女
性
、
高
齢
者
の
就
業
率
の
増

加
、
非
典
型
雇
用
者
の
増
加
な
ど
の
労
働
市

場
の
変
化
が
あ
る
。
こ
う
し
た
変
化
に
対
応

し
て
、
高
齢
者
や
女
性
が
働
き
や
す
い
職
場

を
提
供
し
、
同
時
に
、
出
産
休
暇
や
育
児
休

暇
な
ど
の
制
度
を
整
備
し
て
少
子
化
を
食
い

止
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

派
遣
社
員
や
契
約
社
員
な
ど
の
非
典
型
雇
用

者
の
増
加
は
、
就
業
条
件
、
就
業
環
境
の
低

下
を
招
く
可
能
性
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
よ

う
な
雇
用
者
も
含
め
た
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
政
策
の
整
備
が
今
後
の
課
題
と
な

る
だ
ろ
う
。

〔
注
〕

Ｅ
Ｕ
一
五
カ
国
と
は
、
ベ
ル
ギ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド

イ
ツ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ

ー
ス
ト
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
の
時
点
で
の

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
数
は
二
五
だ
が
、
過
去
の
デ
ー
タ
と
対
比

す
る
た
め
、
一
五
カ
国
に
絞
っ
た
。
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機
構
に
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け
る
主
な
著
作
物
に
、「
仕
事
と
生
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体
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的
両
立
支
援
の
構
築
に
向
け
て―

」（
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
研
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シ
リ
ー
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№
７
）、「
地
域
雇
用

創
出
の
新
潮
流―

統
計
分
析
と
実
態
調
査
か

ら
見
え
て
く
る
地
域
の
実
態―

」（
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
研
究
シ
リ
ー
ズ
№
１
）
な
ど
。
専
門
分

野
は
社
会
学
、
社
会
階
層
と
移
動
、
経
済
社

会
学
、
産
業
社
会
学
、
社
会
統
計
学
。

図２　女性の就業率と労働時間の相関（γ＝－0.529）


